
 

 

 

 

「補助金の適正化に関する指針」に基づく見直しについて 

 

 行政運営における補助金は、地方自治法第２３２条の２の規定に基づき政策的な判断のもと交付

しているところですが、当初の設置目的や方法が社会経済情勢等の変化や市民ニーズを踏まえて適

正か等、定期的な見直しが必要です。本市では「補助金の適正化に関する指針」に基づき見直しを

進めているところですが、平成３０年に実施した包括外部監査において、この指針に基づく運用が

適正に図られていないケースが指摘されています。 

つきましては、この際すべての補助金ついて指針に基づく統一した視点での一斉評価を実施し、

見直しを図ることとします。 

 

記 

 

補助金見直し要領の概要（詳細は要領の準備ができ次第別途通知します。） 

１．趣旨（現状と課題） 

 ・補助金の効果等が十分に評価・検証をされないまま制度が継続されている。 

 ・補助金等をより効果が発揮できる制度へと見直していくことや、費用対効果が低くなった補助

金等の廃止・縮小を進めることにより、限られた財源を新たなニーズや施策に振り向けていく。 

 ・公益性、公平性及び透明性を確保し、補助金等の適正化を図っていく。 

 ・消費税の仕入税額控除の対象となる事業者の場合、補助事業において支払った消費税も支払い

消費税の対象となり、自ら負担したわけでない補助金分の消費税も仕入税額控除を受けるケー

スがある。（ポイント：消費税を補助対象経費に含まない場合は可、または、仕入控除税額分を

返還する根拠条項や運用がある場合は可） 

 

２．評価・見直しの対象 

   甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）第２条第１項に掲げるもののう

ち、次の①及び②において負担金及び国の補助金交付要綱等で定める負担率に相当する市補助

金を除く全てのもの。 

①令和３年度定期監査において報告（予算化）した補助制度（必須） 

②現在実質運用していない補助制度（廃止検討） 

 

３．平成３０年度包括外部監査結果（テーマ補助金）の概要 

区 分 主な指摘・意見の内容 

「甲賀市補助金の適正化に関する指針」に沿っ

た見直し 

指針に基づく補助金見直しの検討が適切に

行われていない 

終期の設定 終期ありは監査対象のうち約１０％のみ 

補助基準の明確化 補助対象経費が定められていない 

・金額の根拠が不明確 

・補助金の目的が不明確 

団体運営費補助となっている 事業補助への転換の検討 
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区 分 主な指摘・意見の内容 

例外的に団体運営費補助無しでは運営が困難

な場合 

補助事業者全体の決算書分析、費用負担の妥

当性の検証・終期設定 

補助金額確定の審査 実績の妥当性の検証 

 

４．今後の見通しと調査の概要 

 ※当面の間は、上記方法で見直しを行い、以降は定期サイクル（３年程度）で行う。

補助金等の概要や交付実績、補助の効果など、当該補助金等の評価にあたっ

て基礎資料となるデータを作成する。（定期監査資料をベースに整理）

当該事業の目的や性質を勘案した上で、改めて「補助金等」の手法が最も適

切であるかを確認する。（本来市が実施すべき事業であれば、直接執行や委

託化が適切である。）

適切

【共通事項】◆補助根拠の確認 ◆終期の設定 ◆消費税の取扱い

➡①「公平性・公正性」②「公益性・効果

性」③「有効性・将来性」④「明確性・妥

当性」の４つの観点から、関係項目の

チェックを行う。

➡評価点数の合計点その他判断目安に基づ

き、今後の適正化の方向性（廃止、統合、

縮小・改善、継続・拡充）について総合的

に判断する。

➡４項目評価を

行わず、今後の

適正化の方向性

（廃止、統合、

縮小・改善、

継続・拡充）

について総合的

に判断する。

補
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Ｂ）◆市単独事業補助の場

合◆国・県協調事業補助で

定められた補助率または補

助金額を超える補助

A）

◆団体運営

補助の場合

Ｃ）◆国・県協調

事業補助で定めら

れた補助率又は補

助金額のみの補助

Ｄ）他の手段

での実施に向

けて対応

次長会・行政改革推進本部会議において、１次評価の確認・点検を行う。

上記の点検・評価結果について、行政改革推進委員会で、評価結果の確認と

見なおしを行う。

外部評価を踏まえ、庁議において総合評価を行い公表する。

評価結果について、次年度の予算要求に反映させる。

基礎データ

作成

＆

点検・評価

【担当課】

（４月～５

月）

【１次評価】

２次評価

（６月）

外部評価

（８月）

総合評価の

公表（９月）

評価結果の

反映（10月）

不適

切


